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地域福祉と住民組織
──「甲賀市希望ヶ丘自治会事件」控訴審判決を手がかりにして──

大　　野　　拓　　哉

Ⅰ　はじめに

　「今回の判決は、自治会の決定による社協等の
会費や共同募金への寄付金の一括徴収について違
法との判断を下したものではなく、自治会での意
思決定を行うにあたって、『募金及び寄付金に応
じるか否か、どの団体等になすべきか等』につい
て各会員の任意の態度、決定を十分尊重すべきこ
とを求めるものである」。「したがって、今後も社
協会費等を集めるにあたり、自治会に理解と協力
を求めることになんら問題はなく、むしろ地域福
祉の発展のためには自治会との一層の協力体制を
構築することが重要といえる」。
　これは、2007年 9 月、全国社会福祉協議会（全
社協）による都道府県・指定都市社協事務局長宛
ての通知１）に付された全社協地域福祉推進委員
会名の文書「社協会費等の納入方法に関する考え
方について」からの引用である。
　そこにいわゆる「今回の判決」とは、2007（平
成19）年 8 月24日の大阪高裁判決２）を指す。そ
の詳細は後に譲るが、さしあたり、上記引用箇所
で示されている「判決」の受け止め方や以後の対
処方については、一見、至当であり、頷けなくは
ないようにも読める。しかし、そこには、なお、
容易に頷けない何かが残るようにも思える。その
ように感じたところこそ本稿の出発点にほかなら
ない。
　では、何が容易には頷けないと感じられたのか
といえば、それは、社協会費等の徴収を自治会に
依頼しているからには、例えば、これまでの自治
会の働きに対する謝意とはいわないまでも、なに
がしかの言及があったとして何ら不思議ではない
ところ、上記の引用からはそのようなものが汲み
取れないだけでなく、むしろ、社協

0 0

の会費等の徴
収やら、「地域福祉の発展」のための「協力体制」

やら、いずれかといえば、社協
0 0

にとっての関心事
だけを重要視していると感じられたことが大き
い。また、そこには、何とも奇妙な構図も見出せ
る。すなわち、本件訴訟では自治会が敗訴したに
もかかわらず、上記の文章では、訴訟の当事者で
はなかった社協（それも、全社協）の側が、自ら
について懸命に弁明しようとしている。
　もとより、社協としては、当事者たろうとして
も当事者たり得ないもどかしさがあったかもしれ
ない。しかし、上記の文章を読む限りでは、社協
は、そうした全体の構図などではなく、社協のこ
とのみに関心があるのではないかとさえ思われて
ならないし、そのことを通しては、結局、社協と
自治会の関係は決して双務的な関係ではなく、社
協のためにのみ意味をもつ片務的な関係ではない
かとまで考え至るようになるのではなかろうか。
　以下では、こうした疑問に答えを見出すべく、
まず、Ⅱにおいて、「今回の判決」の評釈を試みる。
当然ながら、そこでは法的な含意をできる限り明
らかにしたい。しかし、それによっては尽くされ
ない（尽くされ得ない）、それ以上の問題をいく
つかの論点に分けつつⅢにおいて提示し、批判的
に検討を加えていくことになるであろう。

Ⅱ　「今回の判決」とその評釈

1 　大阪高裁判決（2007年 8 月24日）
（1）　事案の概要
　希望ヶ丘自治会（以下、Ｙ）は、滋賀県甲賀市
の希望ヶ丘地区の住民を構成員とし、地方自治法
260条の 2 の「地縁による団体」（以下、「地縁団
体」）として認可を受け法人格を有する団体であ
り、2006年頃の会員世帯数は､区域内1060世帯の
約88.6%に当たる939世帯であった。
　2006年 3 月、Ｙの定期総会は、自治会費を年
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2000円増額する旨を決議した。この増額分は、地
元小・中学校教育後援会、赤い羽根共同募金会、
甲賀市社会福祉協議会、日本赤十字社等（以下、
本件各会）ヘの募金や寄付金にすべて充てるなど
と予定されていた。
　これに対して、Ｙの会員Ｘらは、本件決議はＸ
らの思想及び良心の自由等を侵害し公序良俗に違
反するなどと主張して、本件決議の無効確認およ
び会費増額分の支払債務不存在の確認を求めて出
訴した。
　原審（大津地判平成18・11・27）は、会費増額
分の支払債務不存在確認の訴えを却下し、本件決
議無効確認の訴えを棄却したので、Ｘらが控訴し
た。（なお、控訴審判決に対しては、Ｙが最高裁
に上告するも、2008年 4 月 3 日、上告は棄却され
控訴審判決が確定することとなる。）

（2）　当事者の主張
①Ｘらの主張
　本件決議は主に以下の点で公序良俗（民法90条）
に違反し無効である。

　a）本件決議は、任意であるべき寄付を支払
義務のある会費として強制するから、Ｘらの思
想及び良心の自由を侵害し違法である。
　b）Ｙは、会費増額に反対し会費支払を拒否
する会員に自治会離脱届の提出を求めることを
役員総務会で決議したり、Ｙに加入しない者に
対し、配布物を配布せず、災害や葬儀等の時に
協力せず、ごみステーションを利用できないな
どの生活上の不利益が及ぶと明言するから、本
件決議は、寄付金の強制徴収に反対する会員に
対し不当な差別的取扱いを行うものであり、区
域住民の入会拒否や差別的取扱い等を禁止する
地自法260条の 2 に違反する。また、本件決議は、
Ｙからの退会を求めることで、当該地域に居住
する自由をも侵害し、居住の自由を保障する憲
法22条 1 項に違反する。

②Ｙの主張
　a）本件各会への寄付金支出は、Ｙの目的の
範囲内の行為であり、本件決議は有効である。
すなわち、Ｙは、会員の総意による自治運営を
基盤に、信頼と善意に満ち溢れた連帯の中から、
より豊かな生活環境をつくりだすために相互に

協力し、あわせて親睦をはかり、良好な地域社
会の維持及び形成に資することを目的とする団
体であるが、本件各会は、政治的・宗教的色彩
はなく、各寄付金は、地域社会や会員の福祉に
かない、Ｙの目的に沿う。
　b）本件決議は、Ｘらの思想信条の自由等を
侵害せず公序良俗に違反しないし、地方自治法
260条の 2 第 8 項にも違反しない。すなわち、
高齢化傾向の下、寄付金を徴収する自治会役員
の負担が過大となったため、本件決議で、本件
各会への寄付金を会費として徴収し、まとめて
Ｙから支出することとしたのであり、寄付金が
地域社会に役立っているといえることなどか
ら、このような方法には合理性及び必要性があ
る。また、本件決議は、規約に従い、十分に議
論して大多数の賛成を得て議決されたので、民
主主義のルールに基づく。

（3）裁判所の判断
　a）「募金及び寄付金に応じるかどうか、どの
ような団体等又は使途について応じるかは、各
人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思
想、信条に大きく左右され、仮にこれを受ける
団体等が公共的なものであっても、これに応じ
ない会員がいることは当然考えられるから、会
員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分
尊重されなければならない」。
　「したがって、そのような会員の態度、決定
を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあた
り、その支払を事実上強制するような場合には、
思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
　「本件決議は、本件各会に対する募金及び寄
付金を一括して一律に会費として徴収し、その
支払をしようとするものであるから、これが強
制を伴うときは、会員に対し、募金及び寄付金
に対する意思決定の機会を奪うものとなる」。
　b）「（Ｙは、）強制加入団体ではないものの
対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939
世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、

（…）極めて広範囲に及んでおり、地域住民が
日常生活を送る上において欠かせない存在であ
ること、（Ｙが、）平成16年 5 月ころ、自治会未
加入者に対しては、［ 1 ］甲南町からの配布物
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を配布しない、［ 2 ］災害、不幸などがあった
場合、協力は一切しない、［ 3 ］今後新たに設
置するごみ集積所やごみステーションを利用す
ることはできないという対応をすることを三役
会議で決定していることからすると、会員の脱
退の自由は事実上制限されているものといわざ
るを得ない」。
　「そして、（Ｙにおいて、）本件決議に基づき、
募金及び寄付金を一律に会費として徴収すると
きは、納付が会員の義務とされることからして、
これを納付しなければ強制的に履行させられた
り、不納付を続ければ、（Ｙからの）脱退を余
儀なくされるおそれがあるというべきである」。
　「そうすると、本件決議に基づく増額会費名
目の募金及び寄付金の徴収は、募金に応じるか
否か、どの団体等になすべきか等について、会
員の任意の態度、決定を十分尊重すべきである
にもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在で
ある地縁団体により、会員の意思、決定とは関
係なく一律に、事実上の強制をもってなされる
ものであり、その強制は社会的に許容される限
度を超えるものというべきである」。
　「したがって、このような内容を有する本件
決議は、（Ｙの）会員の思想、信条の自由を侵
害するものであって、公序良俗に反し無効とい
うべきである」。
　「よって、（…）原判決を取消し、（Ｘらの）
請求をいずれも認容する」。　

2 　評釈
（1）本件決議と「目的の範囲」
　本件のように団体が多数決によって決議を行う
場合、団体は、相容れない意思をもつ団体構成員
の自由をどこまで制限し活動を強制し得るか、言
い換えれば、構成員は団体の活動にどこまで協力
する義務を負うかといった問題に関しては、通常、
まずは、決議がその団体の目的の範囲内に入るか
否かが問われよう。例えば、地方自治法260条の
2 にいわゆる地縁団体であれば、「その規約に定
める目的の範囲内において、権利を有し、義務を
負い、法人格を有し、法律上の権利義務の主体と
な」るところから、本件の場合、地縁団体たる自
治会Ｙの権利能力の範囲は、「その規約に定める

目的の範囲内において」認められることになる。
従って、Ｙによる「本件各会への寄付及び募金が
その目的の範囲内の行為でないならば決議は無効
となり、目的の範囲内であったとしても、寄付及
び募金を徴収するための自治会費の増額決議が、
会員の権利を侵害しないかどうかという点から、
さらに同決議の会員に対する効力の有無が問題と
なる」３）と想定されることになる。
　こうしたアプローチは、本件において、Ｙの側
でも十分に意識していたとは見え、「本件各会へ
寄付金を支出することは、（Ｙの）目的の範囲内
の行為であり、本件決議は有効である」と主張す
る。すなわち、Ｙは、その目的に関わって、「会
員の総意で形成された自治運営を基盤とし、信頼
と善意に満ち溢れた連帯の中から、より豊かな生
活環境をつくりだすために相互に協力し、あわせ
て親睦をはかること、良好な地域社会の維持及び
形成に資することを目的とする団体である」と自
己規定した上で、「本件各会は、政治的・宗教的
色彩はなく、各寄付金は（…）寄付の性質上、地
域社会や会員の福祉にかなうものであり、（Ｙの）
目的に沿うものである」という。
　通常、この種の先例として挙げられるのは、最
高裁による、南九州税理士会政治献金事件判決４）

および群馬司法書士会事件判決５）ではあろう。
ただし、いずれも団体の目的に言及しつつも、そ
れぞれの事件で問題とされた行為（決議）が当該
団体の目的のうちに入るか・入らないかの判断が
分かれ、それによって結論も分かれる。すなわち、
南九州税理士会事件の場合は、「税理士会が政党
など[政治資金]規正法上の政治団体に金員の寄付
をすることは、たとい税理士に係る法令の制定
改廃に関する政治的要求を実現するためのもので
あっても、[税理士]法49条 2 項で定められた税理
士会の目的の範囲外の行為であり、右寄付をする
ために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無
効であると解すべきである」という。これに対し
て、群馬司法書士会事件の場合は、阪神・淡路大
震災で被災した兵庫県司法書士会に対する復興支
援拠出金の資金の一部を、会員から復興支援特別
負担金を徴収して充てる旨の総会決議について、
拠出金は、被災した同司法書士会及び会員の個人
的ないし物理的被害に対する直接的な金銭補てん
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又は見舞金ではなく、被災者の相談活動等を行う
同司法書士会ないし司法書士への経済的支援を通
じて、「司法書士の業務の円滑な遂行による公的
機能の回復に資することを目的とする趣旨のも
の」であり、司法書士法14条 2 項の「目的を遂行
する上で直接又は間接に必要な範囲で、他の司法
書士会との間で業務その他について提携、協力、
援助等をすることもその（司法書士会の）活動範
囲に含まれるというべきである」との判断を示し
た。
　と同時に、両判決は税理士会にしても司法書士
会にしても強制加入団体であることに言及する点
では共通しているものの、結論を分けるのは、会
の決議が会員の思想・信条の自由に関わるか否か
によってである。すなわち、南九州税理士会事件
の場合には、「特に、政党など規正法上の政治団
体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙に
おける投票の自由と表裏を成すものとして、会員
各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、
判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄」だと
して、「会員に要請される協力義務にもおのずか
ら限界がある」とする。他方、群馬司法書士会事
件の場合は、本件負担金の徴収は、「会員の政治
的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するもの
ではな」いといい、負担金の額が「会員に社会通
念上過大な負担を課するものではない」というこ
ととも相俟って、決議の有効性を是認するに至る。
ちなみに、本件Ｙが、「本件各会は、政治的・宗
教的色彩はな」いと、ことさら述べるのは、本件
決議が自治会としての目的の範囲内にあると主張
することと同じく、最高裁による群馬司法書士会
事件での判断に倣ったものではあろう。
　しかしながら、本件控訴審判決は、まず、決議
を正当化すべき団体としての目的の範囲に関して
は、Ｙの側の主張にもかかわらず、少しも触れる
ことはない。むしろ、「募金及び寄付金は、その
性格からして、本来これを受け取る団体等や使途
のいかんを問わず、すべて任意に行われるべきで
あり、何人もこれを強制されるべきではない」と
いう前提に立つ。すなわち、本判決が重視したの
は、募金や寄付金が、どのような主体による・ど
のような内容をもつものであるかとか、そうした
募金や寄付金に応ずることが自治会の目的の範囲

に入るか否かなどという自治会
0 0 0

の問題としてでは
なく、本件決議が募金及び寄付金を会費化して支
払を強制するときは、会員に対して「募金及び寄
付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものと
なる」というように、会員各自

0 0 0 0

にとっての、「寄
付をするかどうかの意思決定への侵害」６）であ
る点にこそ関わり、それ故、「本判決はこれまで
の最高裁判決の判断枠組みと若干異なる立場に
立っているように思われる」７）ともいわれる。
だとしたら、南九州税理士会事件や群馬司法書士
会事件と本件との違いはあったのかどうか、あっ
たとすれば、それはどこにあったのだろうか。
　この点は、本件のＹによる上告に際して注目さ
れるところでもあった。しかし、実際には、特に
何事もなく上告は棄却され、控訴審判決は確定す
ることになったから、結局、直前での問い、すな
わち、南九州税理士会事件と群馬司法書士会事件
における扱いの違いをもたらす手がかりは得られ
ないままとなってしまった。

（2）本件決議と「社会的に許容された限度」
　本判決は、募金や寄付金の支払が強制されるこ
とによって、「思想、信条の自由の侵害の問題が
生じ得る」といい、「募金及び寄付金に対する任
意の意思決定の機会を奪うものとなる」ともいう。
しかし、だからといって、直ちに、Ｘら会員個人
に憲法上保障された人権が侵害されたものとはみ
ない。そうではなく、自治会もまた私人と見て、
私人たる会員に対する強制が「社会的に許容され
る限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵
害するものとして、民法90条の公序良俗違反とし
てその効力を否定される場合があり得るというべ
きである」と、いわゆる人権規定の間接適用の手
法が用いられる。そこで、問題は、いかなる場合
に、「社会的に許容された限度を超える」と見ら
れるか、言い換えると、公序良俗違反と判断され
るのか、である。
　これに関わっては、本判決が本件寄付を公序良
俗違反と判断した理由として、次の二つが指摘さ
れる。すなわち、「第一に、本件寄付金の徴収が
一律に行われていること、第二に、役員総会にお
いて会費納入を拒む者に対しては脱会するよう求
めることを決議すると同時に、配布物を自治会組
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織で配布しないとか、災害・葬儀の場合に町内会
として一切協力しないとか、ごみステーションを
利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを
決議していた点」８）である。
　これらのうち、第一の点については、「本件会
費値上げ分2000円は町内会を媒介にして行われる
寄付金に充てられるということが予定されている
だけで、それがどのような寄付金に充てられる
のかについては明示されているわけではなかっ
た」９）といわれる。これは、判決で認められた
事実、すなわち、本件決議以前のＹ会員の「本件
各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様
ではなく、本件各会ごとに見ると、集金に協力し
た世帯は全世帯の半数程度以下であり、しかも本
件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか
対応を異にする会員もいたことが窺われる」状況
との対比において考えられる必要があろう。すな
わち、本件決議前のような状況にあっても、必ず
しも誰もが挙ってという訳ではなかったかもしれ
ないが、とはいえ、曲がりなりにも、いかなる募
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各世帯の
判断に委ねられていたとは推測できるであろう。
　しかし、本件決議によって事態は改善されな
かったどころか、各会員の人権にとっては、状況
はより深刻になったといえるかもしれない。とい
うのは、むしろ、「会員は自らの思想信条に反す
る寄付を強いられるかどうかについての判断すら
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認められない状況に置かれていた」（傍点：引用
者）ともみられるからである。しかも、「それは
ひとえに役員の判断に委ねられていた」とはみら
れるところ、「町内会を媒介にして行われる寄付
金活動は多様であって、赤い羽根や緑の募金の類
にとどまるわけではない」、言い換えると、先述
のように、自治会の目的の範囲内のものであるか
どうか、政治的あるいは宗教的色彩を有するもの
であるかどうかなどを斟酌することなく寄付金活
動は行われ得たとは容易に想定できよう。かくし
て、「本判決が問題にしたのは町内会を媒介にし
て行われる通常の寄付金徴収が会員の思想良心の
自由を侵害するかという個別の判断」、すなわち、
どのような場合に思想良心の自由が侵害され、ど
のような場合なら侵害されないかといった問題で
はなく、「個々の寄付金に対して会員の意思が及

ばないことであった」というより根源的な問題へ
と連なる10）。
　さて、第二の点に関しては、「本判決が本件決
議を公序良俗に違反するとした最大の理由はここ
にあると見るべきであろう」11）という指摘がと
りわけ重い。しかも、先述のように、自治会から
の脱会要請と並んで共同生活上の不利益を及ぼす
旨の決議が行われたことを以て、「事実上の強制」
とみることもまた重要であろう。
　ところで、本判決は、本件決議の内容だけから
公序良俗違反を導き出す訳ではない。すなわち、

「①Ｙへの加入がＸら住民の生活上不可欠である
実態を踏まえ、②本件におけるＹの対応からする
と寄付の拒否が会員資格喪失に繋がるおそれがあ
るという事情の認定を経て、事実上の強制を導い
ている」12）と図式化される。
　①に関しては、本件判決も次のように捉える。
いわく、Ｙは、「強制加入団体ではないものの対
象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯
が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の
公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、
清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等
極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活
を送る上において欠かせない存在である」とみ
る。このように加入率の面もさることながら、こ
こで例示されているような住民の日常生活面での
各種便益を考え合わせると、反対に、それらを欠
いた日常生活は成立し難い。かくして、Ｙのよう
な自治会は、事実上、「脱退の自由が制限された
団体」13）ということにはなろう。
　にもかかわらず、②にいわれるような、「寄付
の拒否が会員資格喪失に繋がるおそれ」が残るこ
とは判決も認めるところである。すなわち、本件
決議により募金及び寄付金が会費として会員の義
務とされたところから、「これを納付しなければ
強制的に履行させられたり、不履行を続ければ、

（Ｙからの）脱退を余儀なくされるおそれがある
というべきである」。また、会費不納付者に対し
ても、Ｙは脱退を求めず、会員として取り扱って
いるとされる点については、「会費については、
不納付扱いではなく保留扱いとしているのであっ
て、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、
現在このような扱いがなされているからといっ



― ―6

地域福祉と住民組織

て、将来も（裁判終了後も）脱退を余儀なくされ
るおそれがないとはいえない」という。
　いずれにしても、日常生活上の各種便益を失う
ことを回避しようとすれば自治会を脱退するとい
う選択肢はあり得ず、従って、本件決議による会
費増額分の支払にも応じざるを得ない、といった
形で「事実上の強制」が効果を発揮することが容
易に想定される。かくして、次のように指摘され
る。すなわち、本件の自治会Ｙのように「住民の
日常生活に決定的な影響力を有する団体が構成員
に対して脱会勧告を行い、生活上の不利益が及ぶ
ことを決議するということは活動の目的（寄付金
の徴収）との関係であまりに不釣り合いであると
いわざるを得ない。それは、たとえ自治会費徴収
における役員の負担を視野に入れたとしても目的
と手段との間の均衡を著しく失していると考える
べきである」といい、以て、このことは、本判決
が「社会的に許容される限度を超える」と結論づ
けたことに反映していると読む14）。

（3）その他の論点
　本判決は、本件Ｙのような団体を以て、純然た
る私人と捉え、人権規定の直接適用ではなく間接
適用の手法を用いたことは前述の通りである。し
かし、地域において多岐にわたる役割を果たすと
ともに、そうした活動に対しては、行政の側も補
助金を支出するといった場合が少なくないともい
われる。そこで、町内会・自治会といった団体に
関して、それを純然たる私人とは考えずに本件の
ような事例を取り扱おうという見解も存する。以
下では、その概要をみておきたい。
　すると、まず、1991年の改正によって、地方自
治法260条の 2 として地縁団体の制度が導入され
たが、このように地縁団体として念頭に置かれた
ものこそ、本件におけるような「自治会・町内会
等の地域的な共同活動を行っている団体」15）で
あった。こうした地縁団体は、市町村長の認可を
受け、一定の権利能力を付与される（地自法260
条の 2 第 1 項）が、さりとて、それは、公法人で
はなく、市町村に準ずるもの、あるいは市町村組
織の一部となるものでもない（同条第 6 項）とさ
れる。しかし、その一方で、地縁団体は、地自法
260条の 2 第 7 項で、「正当な理由がない限り、そ

の区域内に住所を有する個人の加入を拒んではな
らない」と、また、同条第 8 項で、「民主的な運
営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に
対し不当な差別的取り扱いををしてはならない」
と定められるのだが、むしろ、これらを以て、（認
可地縁団体の構成員に具体的な権利を保障した
ものといえるかどうかは疑問視しつつも、）「（地
方）自治法が町内会や自治会を純然たる私人と見
ているわけではないことの証左とみることができ
る」16）との見解が示される。
　この見解こそは、まさに、人権規定の直接適用
を主張するものである。すなわち、まずは、町内
会や自治会がその構成員に対して日常生活に関わ
るサービスや各種機能の提供を拒否するような場
合には、「端的に自治法260条の 2 第 8 項違反を理
由に人権規定の直接適用を考える余地もある」と
みる。そして、とりわけ、本件役員会で決議され
たような会費未納者への脱会勧告が実施された結
果、一定の者が町内会等から排除され、事実上の
不利益が行われたような場合には、「決議の無効
と同様にこれら措置への違法違憲を主張する途が
開かれてもよいのではないか」との問題提起がな
される。また、町内会や自治会の活動に対して行
政が補助金を支出している場合には、「これを一
種の state action と見て人権規定を直接適用する
ことも考えられてよい」17）とも説く。
　ところで、本件とは異なる、町内会・自治会
内部の選挙権・被選挙権の保障を巡る事件の判
決18）に関するものながら、地域自治会の性格を
踏まえて state action の法理に論及する評釈があ
る。そこでは、まず、自治会の機能の公共性は認
めつつも、自治会の捉え方として、住民の任意に
よって組織された私的団体とみるか、「地方公共
団体に準ずる準自治団体」とみるかが対置され
る。しかしながら、地域自治会は、「特定の目的
を持たず、任意加盟制でもない、ただ、その地域
に居住することのみをもって自動的に構成員とす
るような団体であるから」、加入・脱退が自由で
結社の自由の枠組みで捉えられる私的団体とは捉
えられず、「しかも、沿革的に見れば、もともと
は独立した自治体であったところが多」いから、
結論的には、「地方公共団体に準ずる準自治団体
として捉えるほうが、より実態に即した理解では
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ないだろうか」、「そう考えると、この場合にステ
イト・アクション理論の使用はとても魅力的に見
える」19）という。
　ただ、そうはいうものの、上記のように町内会・
自治会の内部的組織の問題として考える場合、も
しも、いわゆる「部分社会」の法理20）に依拠し
たならば、たとえ、町内会・自治会が私的団体と
捉えられようと、あるいは、「地方公共団体に準
ずる準自治団体」として捉えられようと、いずれ
にしろ、争われているのが「部分社会」内部の問
題だと解されれば団体自体の自律的判断に委ねら
れることになるであろう21）。だとすれば、構成員
個人の権利や利益に関しても、「部分社会」から「一
般市民社会」へと放逐される場合ででもない限り、
所詮、司法審査にはなじまないものとして救済を
受けられないことでは、いずれの場合でも変わり
はなくなるかもしれない。

Ⅲ　研究

（1）いわゆる町内会・自治会とは何か
　町内会・自治会（以下、「町内会等」22）という。）
の「定義」に関する見解は様々あろう。例えば、
町内会等を「住縁アソシエーション」と捉える見
解23）が存する。これは、いずれかといえば抽象
的な捉え方であり、マッキーバーによるアソシ
エーションの概念と仏教用語である「縁」を踏ま
えて、町内会等を以て、「住むことを縁起（因縁
生起）として形成されるアソシエーション」24）

と捉える。
　しかし、必ずしも「定義」と正面切らず、また、
より具体的に、町内会等の姿を描き出そうとする
見解もある。例えば、町内会等の基本的にして客
観的な「特徴」を次の 5 点とする見解などは、ま
さしくそれに当たろう。すなわち、「一つが加入
単位が世帯であること。二つめが領土のようにあ
る地域空間を占拠し、地域内に一つしかないこと。
三つめが特定地域の全世帯の加入を前提としてい
ること。四つめが地域生活に必要なあらゆる活動
を引き受けていること。五つめが市町村などの行
政の末端機構としての役割を担っていること」だ
という25）。なお、これら一つ目から四つ目までは
ほぼ共通するが、五つ目に代えて、「それらの結

果として、行政や外部の第三者にたいして地域を
代表する組織となる」こと（「地域代表性」）を挙
げる見解26）も存する。そして、これらを踏まえ
れば、おそらく、「その名称のいかんを問わず、
実際に①各市町村の一定地域を単位とし、②その
地区に所在する世帯を構成員とし、③公共行政の
補完ないしは下請けをはじめとして、その地区内
の共同事業を包括的に行なう自治組織」27）とい
う定義あたりにひとまずは落ち着くであろう。
　今日、このように捉えられる町内会等ではある
が、戦前の扱いはかなり異なっていた。すなわち、

「昭和初期以来部落会の機能の重要性を背景とし
て、政府はこれを積極的に再編成し、町村の末端
行政組織として利用する措置を講ずるようにな
る」28）なか、昭和15年には、内務省訓令第17号「部
落会町内会等整備要領」によって町内会等が整備
される。その場合、訓令の「目的」たるや、「隣
保団結の精神に基き市町村内住民を組織結合し万
民翼賛の本旨に則り地方共同の任務を遂行せしむ
ること」、「国民の道徳的錬成と精神的団結を図る
の基礎組織たらしむること」、「国策を汎く国民に
透徹せしめ国政万般の円滑なる運用に資せしむる
こと」のほか、「国民経済生活の地域的統制単位
として統制経済の運用と国民生活の安定上必要な
る機能を発揮せしむること」まで掲げる。しかも、

「国策」なる語に象徴されるように極めて国家色
が濃く、なおかつ、上から住民や国民をして「～
たらしめ」たり、「～せしめ」たりする役割が求
められた。
　ところが、1947（昭和22）年には、一転して、
前出・内務省訓令第17号が廃止されたほか、特に、
政令第15号によって、町内会・部落会等の財産の
処分（同政令第 2 条）、町内会・部落会等または
類似団体の解散（第 6 条）のほか、官公吏が町内会・
部落会等の組織を利用する目的で、その長に対し
て指令を発することの禁止（第 3 条）などが、罰
則付きで規定されることとなった（第 8 条）。なお、
わが国の占領の終了により、いわゆるポツダム政
令である政令第15号は1952（昭和27）年に失効し
たものの、それ以後、こと町内会等の法的取り扱
いに関しては、1991（平成 3 ）年の改正で、地方
自治法260条の 2 に地縁団体が規定されるまで、
まったくの空白状態のままであった。
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　ところで、町内会等をいかに評価するかに関し
ては、「町内会ほど毀誉褒貶評価の分かれる集団
は少ない」29）とも指摘され、論者によっては、
町内会等に関する見解や学説は 8 種類にも分類
される30）。また、町内会等の組織やその機能の評
価に関しても、積極・消極両様のそれが存する。
例えば、一方では、町内会等は、「（1）区域が重
複することなく全国的に存在し、（2）区域内の住
民は世帯単位で強制加入に近い運用がなされてお
り、（3）その目的が広く公共の問題にわたり特に
制限なく、機能が普遍性を有し、かつ、国、地方
自治体の末端行政も少なくない」31）ところから、

「その実態は、住民の自然発生的な任意団体では
なく、準公共団体的性格を有するものである」と
いわれる。そして、町内会等は、「地方行政のう
えにおいて、或いはコミュニティ形成のうえにお
いて、無視できない重要な機能を営んできたとい
う事実に着目し、その機能を積極的に評価しよう
とする意見も生ずるに至っている」と続ける。
　しかし、他方では、「総じて町内会や自治会が
果たしている機能が実質的に限定化され、新しい
役割を積極的に担いきれない側面のあったことも
否定できない」というが、その原因は、町内会が

「近代国家成立以降、地方行財政制度が整備され
専門処理機関としての行政組織が確立していく過
程で、中核的な問題処理活動から段階的に撤退し、
もっぱら圧力団体機能と末端補完機能を遂行する
団体に変化してしまった」ことに求められる32）。
そして、「今日の町内会の運営上の問題点」として、

「圧力団体機能と末端補完機能のみになじんでし
まった」町内会が、「行政依存的な性格を強く持
つようになり、それに適合的なリーダーしか出て
こなくな」り、また、「役所から協力依頼された
ことしかしない町内会となり、一般住民からそっ
ぽをむかれるという事態が起きている」33）とは
指摘される。
　ともあれ、ここで注意を払っておきたいのは、
町内会等の「評価」に関しては、積極・消極両方
のそれが確実に存在し、また、それ故に、一つに
定まっていないことであろう。
　本件を解き明かす鍵がどこにあるかを考えた場
合、勢い、町内会等が特殊な団体であることにそ
れを求めたくなるが、だとして、果たして、その

ことは本件の処理を左右するものとなり得たであ
ろうか。少なくとも、裁判所は、その点にはさほ
ど関心を払ってはいないのではなかろうか。判例
は、税理士会判決と司法書士会判決において、団
体の別ではなくその目的の範囲内か否かに関心を
払い、本件高裁判決では決議の社会的許容性に着
目するなど、いずれにしても、団体がどのような
ものであるかについては、第一義的に重視するも
のではない。
　むしろ、本件を本件たらしめているのは、本件
自治会が社会福祉協議会の会費等を徴収する役割
を果たしていることであるかもしれない。しから
ば、本件自治会を含めて町内会等は、反対に、社
会福祉とりわけ地域福祉の側からはどのように捉
えられ、また、どのように「評価」がなされてい
るのだろうか。

（2）地域福祉にとっての町内会等
　まずは、辞典の記述を手がかりにすると、「町
内会・自治会」の項の冒頭では、「町内会・自治
会は、全国の都市や農村、住宅団地などに居住な
いし営業するほとんどの世帯や小事業所を対象に
して、住民の生活課題に対処するため、地域生活
にかかわる施設やサービスを管理運営している、
地域活動組織である」34）との定義が示される。
なお、前節の諸見解と比べると、精密さの点でや
や物足りなくもないが、むしろ、「住民の生活課
題に対処するため、地域生活にかかわる施設や
サービスを管理運営している、地域活動組織」と
いう捉え方には、善かれ悪しかれ、地域福祉らし
さが見て取れよう。
　次いで、町内会等の評価の移り変わりが、およ
そ次のように述べられる。いわく、町内会等は、
高度経済成長期以前には、「草の根保守主義を支
える地域集団として」、また、組織の運営や活動
が伝統的・地縁的であるために、「旧中間層の利
益を代弁しているとして」批判されることが多
かったが、その後、高度成長期の急激な人口移動
や社会変動の結果、組織は弱体化した。しかし、

「1970年代以降、新しい地域づくり、コミュニティ
づくりが構想されるなかで、町内会・自治会は、
それらの機能を担う有力な地域集団として、再び
見直されるようにな」り、今日では、組織や活動
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内容の多様化にもかかわらず、「地域福祉活動を
支え行政と協働する基礎的な地域集団として、無
視することはできなくなっている」35）と締め括る。
　また、町内会等は、組織と活動の点で、特に、

「地域福祉との関係では、社協・共同募金会・日
本赤十字社・民生委員協議会・保護司会などと交
流しているものが多い」現状があり、「最近は、
児童・障害者・高齢者の生活問題が地域住民の共
通の関心になり、地域福祉活動の方法として、町
内会等を含めたネットワークづくりが盛んになっ
ている」。そのうえで、「今後は町内会・自治会が、
地域福祉計画や介護保険計画等と関連させて、住
民の生活課題解決や組織活性化をどのように構想
するかが注目される」36）と展望する。
　こうした記述は、戦前と戦後で、町内会等が正
反対ともいえる扱いを受けたことも含めて歴史的
経緯に一応は触れる。また、町内会等が近代的集
団とは異なり、「活動目的や内容が複合的で、地
域内の世帯を網羅する場合が多いため、前近代的・
特殊日本的な地域集団であるといわれる」37）と
も紹介する。しかし、そうした言及といえども、
町内会等が戦前・戦中に果たした役割38）に触れ
ないだけでなく概して批判的でないばかりか、そ
のようなことに頓着する様子はまったく窺えず、
むしろ、専ら地域福祉の関心からして利用可能で
あればそれで十分と言わんばかりの描き方をして
いることが特徴的に見える。
　このような、我田引水にも見える評価は上記以
外でも目にすることができる。例えば、全社協の
出版物39）では、「自治会・町内会は、地縁をもっ
てのみ構成される『地縁団体』である」と述べた
うえで、（それらは）「人々が生活する上で最も基
礎となるといってよいと思われるが、地域福祉が

0 0 0 0 0

人々の生活に密着したものである以上、地域福祉
0 0 0 0

にとっても
0 0 0 0 0

、自治会・町内会の存在は大きい。地
域社会の助け合い・支え合いを進める最も基礎的
な組織であり、福祉の観点からも

0 0 0 0 0 0 0 0

頼りになる存在
なのである」（傍点：引用者）と、「地域福祉」に
重ねて言及し、あたかも「地域福祉」の関心だけ
から捉えようとしているようにさえ見える。
　同書はまた、いわゆる「地域福祉推進基礎組
織」は、「自治会、町内会などの地縁組織に基盤
をおき、小地域活動のエリア内であるが、地域内

の個別課題を地域課題として広められる組織形態
をとる」40）とか、「近年、市区町村社協では、町
内会・自治会等の地縁組織と連携して、『ふれあ
い・いきいきサロン』や『小地域ネットワーク活
動』などの小地域福祉活動に積極的に取り組んで
いる」41）というように、地域福祉と町内会等と
の密接な関係を述べる。さらには、「地域福祉を
進める上で、関係者にとって、自治会・町内会へ
のはたらきかけは、非常に重要で、欠かせないこ
ととなる」とはいい、果たして、その極みとも言
えよう、「実際の活動においても、共同募金の実
施、社協会費集め、日本赤十字社社費集め、民生
委員・児童委員の推薦などは、自治会・町内会の
力によっている」42）と至極当然とばかりに述べる。
ここからすれば、おそらく、訴訟にまで至った本
件のことなど思いもよらなかったであろう。
　そのほか、町内会等を地域福祉のための道具と
して位置づけているかと思われる例としては、次
なるものもあろう。すなわち、地域のニーズの把
握について、「ニーズ把握システム」の構築は、
潜在化するニーズの発見、ニーズ深刻化以前の早
期発見と対応、直接的には専門機関のサービスに
円滑につなぐことを目的としているところ、その
ためには、地域にサービス関係者間の専門職を中
心としたネットワークと、自治会・地区社協・民
生委員等の住民ネットワークをそれぞれ作り出
し、これらが情報共有を基盤に連携・協力して、
ニーズの発見、訪問、伝達、対応、解決までを行
えるような仕組みの構築が課題になる43）、という
構図である。そこで説かれていることの当否等は
ともかく、利用可能なものは何でも使おうとでも
いうような姿勢は共通しているのではなかろうか。
　また、基本的に同様な志向性をもつものであろ
うが、別の論者は、「都市化や都市的生活様式の
浸透のなかで、都市には多様な機能集団が生まれ
てきているが、なお福祉コミュニティの形成に
とって自治会・町内会の果たす役割には注目すべ
きものがある。特に、社会福祉法のなかで、地域
住民は、事業者及びボランティア等と協力して、
地域福祉の推進に努めなければならないものとさ
れ、努力義務の主体として定められている点から
もその組織化に注目していきたい」44）と述べる。
なかでも、注目すべきは、この後段で、社会福祉
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法第 4 条で義務づけられる「地域福祉の推進」の
一主体にも擬される「地域住民」については、「そ
の組織化」というところから推し量れば、おそら
く、「自治会・町内会」が重ね合わされるのだろ
うということである。ただ、この論者自身、他方
では、「加入は一定の地区居住に伴い、半強制的（ま
たは自動的）である」45）とともに、「旧中間層支
配の保守的伝統の温存基盤になっている」46）こ
とを以て町内会等の「特質」と指摘していること
との整合性には少なからず注目されるべきではあ
ろう。とはいえ、この「半強制的」という表現に
少しも批判的な意味が込められていないのであれ
ば、矛盾など生じようもなく、また、「半強制的」
を「または自動的」と簡単に言い換えていること
からして、そもそも、批判的であるとはあまり期
待できないかもしれない。となれば、深刻さは増
しこそすれ、減じられはしないであろう。
　さらに、町内会等については、「地域」と密接
に結びつく「役割」が５点指摘されることもある。
すなわち、第一には、ゴミ処理、道路や公園など
公共部分の一斉清掃など「生活環境の整備」が、
第二には、街灯の設置、地域内パトロール、防犯・
防火・防災対策などの「住民の安全の維持」が、
第三には、スポーツや趣味などのサークル・クラ
ブ活動などの「地域住民のレクリエーション活動」
が、第四には、高齢者・障害者・子どもへの福祉
活動や共同募金への参加などの「地域住民の福利
厚生活動」が、そして、第五には、町内等内部の
情報誌や回覧板の配布などの「広報、調査」が挙
げられる47）。また、地域には、町内会等以外にも、
商工会、農協、青年団、婦人会など地域住民から
構成される団体や、趣味のサークル、老人クラブ、
子育てグループなど特定の目的や関心のもとに作
られ活動する団体などがあるものの、特に、町内
会等を「地域社会をまとめる、諸団体を調整する
役割を担っている組織」と捉える見解48）も存する。
いずれも、地域、延いては、地域福祉との関係だ
けから、町内会等をいわば手放しで肯定的に評価
するものには思われる。しかし、町内会等は、常
に、このように手放しで肯定的に評価できる存在
であり得るのだろうか。
　この点に関して考えるについては、社会福祉の
領域でしばしば用いられる「社会資源」なる語に

着目してみたい。そこで、まず、その語義は、例
えば、「社会福祉を支える財政（資金）、施設・機
関、人材、法律等、社会福祉を成立させるために
に必要な物資および労働をまとめて社会資源と呼
ぶ」49）とか、「ソーシャル・ニーズを充足するた
めに動員される施設・設備、資金や物資、さらに
集団や個人の有する知識や技能を総称していう」
50）として示される。また、社会資源には、一方
において、フォーマルな社会資源、すなわち、「利
用要件や利用料等、一定の要件に当てはまれば、
どんな人でも利用が可能な、社会的に用意され
たサービス」であって、「保健・医療・福祉・教
育・就労等のサービスから市場サービスまで多岐
にわたり、その提供主体も自治体や公益法人、さ
らに民間企業までさまざま」であるところの社会
資源がある51）、という。他方では、「家族、親族、
近隣住民・知人、友人、同僚、ボランティアな
ど」を担い手とする、「クライエントとの間で結
ばれる私的な人間関係のなかで提供される」イン
フォーマルな社会資源52）も挙げられる。ちなみに、
町内会等に関しては、上記にいう「近隣住民」に
よるインフォーマルな社会資源と捉えることに、
特段、差し障りがあるとは考えられまい53）。
　ところで、この際、筆者が問題だと考えるのは、
こうした社会資源については、例えば、前述のよ
うにフォーマルな社会資源であるとかインフォー
マルなそれであるなどと分類されたとして、さよ
うに分類された当該社会資源は、それがいかなる

0 0 0 0

質のものであっても社会資源たり得るのか
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

といっ
た点が不分明なことである。
　こうした疑問を抱くに至った理由は、他でも
ない、本件判決において、本件自治会が「［ 1 ］
甲南町から配布物を配布しない、［ 2 ］災害、不
幸などがあった場合、協力は一切しないこと、

［ 3 ］今後新たに設置するごみ集積所やごみステー
ションを利用することはできないという対応をす
ること」を決定したという判決の事実認定に接し
たからである。しかも、本件自治会が、「地域住
民が日常生活を送る上において欠かせない存在で
ある」とか、「会員の生活上不可欠な存在である
地縁団体」であるなどと認められているだけに、
重大だと受け止めたからである。何よりも、われ
われは、ここにおいて、かつての「村八分」なる
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ものを想起せずにはいられないであろう54）。
　もとより、一般的に、何かが社会資源の列に加
えられることと、個別・具体的なそれが社会資源
として相応しいものであるか否かは同列に論じら
れない事柄であるかもしれない。例えば、ある個
別・具体的な自治会が上記のような決定をしたか
らといって、直ちに、町内会や自治会なるものは
どれも社会資源たり得ないということにはならな
いであろうといったようにである。だからといっ
て、そのことは、いかなる基準や条件を満たせば
社会資源たり得るのかが論じられてはならないと
いうことにもならないはずである55）。
　前節で見たように、一般的に町内会等とはいか
なるものかと問えば、「毀誉褒貶」といわれるほ
どに、その評価は分かれた。しかし、それは健全
なことかもしれない。これに対して、本節で見
てきたように、こと社会福祉の側から町内会等を
捉える場合、評価は分かれるどころか、むしろ、
あたかも所与の存在として町内会等を捉え、しか
も、町内会等の機能に着目し、専ら地域福祉の観
点からその有用性を捉えるといった牽強付会とも
思える一面性が目に付きはしないだろうか。要は、
町内会等が、戦前・戦中はおろか、かつてどのよ
うな経緯を有したかなどにはさしたる関心ももた
ず、また、会員に対してどのような対応をするも
のであろうと、そうしたことには関係なく、ひた
すら社協の会費等の徴収に勤しむなど地域福祉に
貢献することこそが町内会等に対する何よりの期
待とでも言い表したらよいだろうか。

（3）社協にとっての町内会等
　前節の末尾で記した疑問は、果たして、筆者の
誤解であろうか。そのあたりに一定の解答を見出
すべく、地域福祉の中心的存在である社協の側が
町内会等をいかに見ているかを探っていきたい。
　そこで、まず、本件判決をうけて出された全社
協の通知に改めて目を転じよう。それによって、
社協、とりわけ全社協にとって、町内会等はどの
ようなものであるのか（どのようなものでしかな
いのか）が、垣間見えてくるかもしれない。
　ところで、本件に関する全社協の「通知」は、
実は、二つあり、いずれにも、全社協地域福祉推
進委員会名の「社協会費等の納入方法に関する考

え方について」という文書が添付されている。う
ち一つが、本稿冒頭で紹介した2007（平成19）年
9 月27日付けの通知で、同月24日の大阪高裁判決
をうけたもの（以下、「2007年通知」という。）で
あり、もう一つは、大阪高裁判決に対して自治会
側が最高裁に行った上告が2008（平成20）年 4 月
3 日に棄却され、高裁判決が確定した後の 4 月30
日付けのもの56）（以下、「2008年通知」という。）
である。
　まず、「2007年通知」についていえば、その冒
頭で、大阪高裁の判決が簡単に紹介される。その
うえで、「本判決は社協会費の納入方法について
影響を与えるものであることから、本委員会とし
て取り急ぎ以下に見解を示す」との一文が続くが、
まさに判決直後ということもあり、いかにも切迫
感が感じられるといったら穿ち過ぎだろうか。
　その後、タイトルにもある「社協会費等の納入
方法に関する考え方」が 1 から 3 で示される。 1
では、「今回の判決は、自治会の決定による社協
等の会費や共同募金会への寄付金の一括徴収につ

0 0 0 0 0 0

いて違法との判断を下したものではなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、自治会
での意思決定を行うにあたって、『募金及び寄付
金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等』
について各会員の任意の態度、決定を十分尊重す
べきことを求めたものである」と、どことなく自
らに言い聞かせるように記す。次に、 2 では、や
や気持ちを持ち直したかの如く、「したがって、
今後も社協会費を集めるにあたり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、自治会に理解
0 0 0 0 0 0

と協力を求めることになんら問題はなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、むしろ
地域福祉の発展のためには自治会との一層の協力
体制を構築することが重要といえる」と続ける。
それでいて、 3 では、注意深く、将来に向けた対
処方が示される。いわく、「ただ、今回の判決の
趣旨から、社協会費等の納入にあたってはそこに

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

『任意性
0 0 0

』が担保されることが必要である
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。もと
より住民の社協への加入は地域住民の意志を基本
としている。社協としては、あくまでも自覚ある
加入をすすめるなかで、いわゆる『全戸加入』を
目指すものであり、一律・機械的に行うものでは
ない。社協会費の納入を自治会に協力いただく場
合には、そのことへの十分な配慮をお願いするこ
とが必要と考える」（以上、傍点：引用者）と結ぶ。
　皮肉にいえば、仮に、「考え方」の 1 にあるよ
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うに、高裁の判決が、「自治会の決定による社協
等の会費や共同募金会への寄付金の一括徴収につ
いて違法との判断を下したものではない」と確信
しているなら、ことさら、「本判決は社協会費の
納入方法について影響を与えるものである」とし
て見解を提示するには及ばなかったはずである。
しかし、それが示されたところからすれば、まっ
たく動揺がなかったわけではないのかもしれない。
　対するに、「2008年通知」はどうかといえば、

「 2 ．基本的考え方」の 1 点目では、「2007年通知」
の 1 とほぼ同様の「考え方」が示される。 2 点目
については、「もとより社協への加入は地域住民
の意思を基本としているものであり、社協会費の
納入にあたってはそこに『任意性』が担保される
ことが必要である」という限りでは、「2007年通
知」の 3 の前半部分とほぼ同様の内容となってい
るが、若干異なるニュアンスが感じられるのは、
これに続くくだりである。すなわち、「そのため、
市区町村社協におかれては、自治会が

0 0 0 0

会員たる地
域住民の自発的な意思を十分尊重されるようご配
意をいただくとともに、地域福祉の発展のために
市区町村社協と自治会との一層の協力体制が構築
されるようお願いしたい」（傍点：引用者）と結ぶ。
ここで特に傍点を付したのだが、「2007年通知」
と「2008年通知」の関係は、基本的に、後者が前
者を引き継いでいるように見えつつも、実は、力
点の置き方が微妙に異なっているようには読めな
いだろうか。
　この観点からは、他にも、同様に読めそうな箇
所が見出される。例えば、「2007年通知」の 3 に
おいては、「社協としては

0 0 0 0 0 0

、あくまでも自覚ある
加入をすすめるなかで、いわゆる『全戸加入』を
目指す」（傍点：引用者）と社協としての立場を
強調しているのに対して、「2008年通知」では、
[参考]として付されたいわゆるＱ＆Ａの「Ｑ 1 　
自治会で社協会費を集めることはできるのか」と
いう問いへの回答Ａ 1 の中で、「今回の判決は、
社協会費等を自治会費と一括で集めるために会費
増額の際に、会員がそれに応じない場合には、生
活上不可欠な自治会からの脱退を強制されたこと
が問題とされたものであり、あくまでも当該自治

0 0 0 0 0 0 0 0 0

会固有の問題
0 0 0 0 0 0

で、自治会による社協会費納入等へ
の協力を否定したわけではない」（傍点：引用者）

として社協側の問題ではなく、本件自治会側の問
題として捉え直そうとしている（自治会側の問題
へとすり替えようとしている？）ようには読めな
いだろうか。また、「Ｑ 2 　自治会費と社協会費
を一括で集めることはできるのか」に答えて、「社
協会費納入の協力を自治会に依頼する場合、その
集金方法は、当該自治会の判断

0 0 0 0 0 0 0 0

に委ねられる。各
0

自治会で承認された方法であれば
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、自治会が社協
会費を自治会費と一括して集める方法を選択する
こと自体に問題はないと考えられる」（傍点：引
用者）として、ここでも自治会に責任を転嫁して
いるように読めないだろうか。
　先に「力点の置き方が微妙に異なっているよう
に読める」旨を記したが、まさに、「2007年通知」
から「2008年通知」に至る時間の経過がもたらし
たものは、町内会や自治会に無理をおしつけてき
たことへの反省などではなく、社協側の問題から
自治会側の問題へと論点をずらすことだった、そ
して、それによって、本件で提起されたような問
題は社協にとってすっかり他人事になってしまっ
たといえば、言い過ぎであろうか。さしずめ、全
社協からすれば、本件自治会が本件社協の会費徴
収に関して、もっと上手にやってくれてさえいれ
ば、こんな訴訟騒ぎにはならなかったのに、とで
も言いたくなるところだったかもしれない。
　かくして、一方において、このＱ 2 に対する回
答Ａ 2 で縷々述べられているように、住民から誤
解を受けることのないよう自治会によって

0 0 0 0 0 0 0

工夫が
なされなければならないが、他方で、同時に、社

0

協への
0 0 0

「全戸加入」を社協としては目指したいと
いう。おそらく、これら二つの要請の両立は難し
いだろうが、仮に、両立が成ったとして、それは
専ら誰にとっての利益をもたらすことになるのだ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ろうか
0 0 0

。その答えはきわめて明白であって、社協
以外の何者でもなかろう。そして、このような利
益の帰属が確保され得るならば、その利益をもた
らす主体としての町内会等はかかる利益をもたら
すという一点においてのみ有用であればそれで十
分であるということにも繋がるであろう。

Ⅳ　おわりに

　本件に関しては、二つの面からのアプローチが
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可能であろう。
　一つは、本件に関する大阪高裁判決（2007年8
月24日）の法学的観点からの評釈というアプロー
チである。ちなみに、本件の訴訟としての構図

0 0 0 0 0 0 0 0

は、
自治会とその会員との間の自治会費

0 0 0 0

徴収を巡る法
的な紛争以外のなにものでもない。
　ところが、本件自治会の会費増額分に当たるの
が、上記の構図にはまったく組み込まれていない
社会福祉協議会の会費等
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

だということは、事態を
より分かりづらくする。すなわち、一見、訴訟と
いう形をとって相争っているのは自治会とその会
員ではあるが、その実、自治会は社協の会費等徴
収のために用いられているが、さりとて、法的に
は、社協と自治会会員とは争う関係には立たない。
本件がこういう構図になっていればこそ、本件判
決の法学的観点での評釈だけでなく、もう一つの
アプローチが必要となる。それは、「全戸加入」
を建前としつつも、実際には、本件自治会を頼み
として自らの会費徴収を目論む社協と、自治会費
の増額を行ってでも社協会費等の徴収に応えよう
とする本件自治会という面からのアプローチであ
る。
　とはいえ、この面での検討もそう単純には済み
そうもない。すなわち、自治会がいかなるもので
あるかというように、町内会や自治会などと呼ば
れるものの定義や本質論が本件を明解に捉えるた
めに十分有効であるかといえば、それだけでは必
ずしも十分ではないかもしれないのである。むし
ろ、それとは別に、社会福祉の領域では、町内会
等は地域福祉の名の下で、町内会等がどのような
歴史的背景を有し、どのような性格や特質を有し
ていようが関係なく、ただ一点、地域福祉にとっ
て有用であるか否かを基に、かなり一面的に捉え
られるだけでなく、町内会等は、社協の会費等を
徴収する手段として社協に貢献するという構図が
厳然としてあることに気づかねばならない。
　しかも、このように、町内会等による社協会費
の徴収を頼みとしつつも、社協による町内会等の
利用の仕方もかなり問題性を含む。というのは、
町内会等に関する一面的な性格付けに基づく点も
さることながら、本件判決に対する全社協の通知
に明らかなように、利用し得る限りで町内会等を
利用しつつも、いざとなれば他人事であり、責任

を転嫁することはあっても、自らの責任としては
決して引き受けようとはしない社協側の姿勢こそ
が問題ではあろう。
　素朴に考えると、自らの会費

0 0 0 0 0

を徴収するとか、
「全戸加入」を目指すといった自らの目的

0 0 0 0 0

の達成
に向けては、まず、自らが努力する

0 0 0 0 0 0 0

というのがご
く自然な方策であると思うのだが、何故、そうは
ならないのだろうか。いみじくも本件は、こうし
た常識的であるだけに、かえってより根本に迫り
得る問いを発するきっかけとなったといえるかも
しれない。
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